
土木建築委員会会議記録

土木建築委員長 尾島 保彦

１ 日 時

令和３年３月４日（木） 午前１０時５１分から

午前１１時５５分まで

２ 場 所

第１委員会室

３ 出席した委員の氏名

尾島保彦、阿部長夫、森誠一、原田孝司、戸高賢史、小川克己

４ 欠席した委員の氏名

高橋肇

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

土木建築部長 湯地三子弘 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第３８号議案のうち本委員会関係部分、第４７号議案及び第４８号議案については、可

決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）令和２年７月豪雨災害復旧・復興推進計画の進捗状況について、執行部から報告を受け

た。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 主任 阿南絵理

政策調査課調査広報班 主査 後藤仁美



土木建築委員会次第

日時：令和３年３月４日（木）本会議終了後

場所：第１委員会室

１ 開 会

２ 土木建築部関係

（１）付託案件

第 ３８号議案 令和２年度大分県一般会計補正予算（第９号）

（本委員会関係部分）

第 ４７号議案 令和２年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算

（第１号）

第 ４８号議案 令和２年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算（第２号）

（２）諸般の報告

①令和２年７月豪雨災害復旧・復興推進計画の進捗状況について

（３）その他

３ 協議事項

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

尾島委員長 ただいまから、土木建築委員会を

開きます。

私は昨年１２月１１日に、故濱田委員長の後

を受けて委員長に選任されました尾島です。残

存期間が短く委員長として皆さんと一緒に仕事

をする期間は短いですが、どうぞよろしくお願

いします。

本日は都合により、高橋委員が欠席していま

す。

審査にさき立ち、一言お悔やみを申し上げま

す。

去る２月２４日、大野雄司公営住宅室長が御

逝去されたと伺い、誠に驚き入りました。ここ

に謹んで哀悼の意を表するとともに御冥福をお

祈りします。御遺族の皆さまをはじめ、土木建

築部の皆さまの御愁傷いかばかりかと存じます。

どうぞ御自愛のほどお祈り申し上げます。

それでは審査に入ります。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案３件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。

まず、第３８号議案令和２年度大分県一般会

計補正予算（第９号）のうち、本委員会関係部

分について、執行部の説明を求めます。

湯地土木建築部長 尾島委員長をはじめ、土木

建築委員会の委員方には、常日頃から御指導、

御支援をいただき大変ありがとうございます。

ただいま委員長から、先週の水曜日、令和３

年２月２４日に５７歳の若さで逝去された故大

野雄司公営住宅室長の訃報に対して弔意を賜り

ました。コロナ禍での家族葬ではありましたが、

県議会の関係者からも多くの弔問やお心遣いを

いただいたと伺っています。私から、故人や御

家族に成り代わりまして、また職員を代表して

感謝とお礼を申し上げます。

大野室長は、昭和６２年に採用され、日田県

税事務所を皮切りに、３４年間の県職員生活の

うち、日田、豊後大野、宇佐土木事務所や用地

対策課など、通算１１年が土木建築部勤務でし

た。物静かですが、責任感が強く、常に冷静で

少々のことでは動じない精神力があり、職場の

雰囲気づくりなど常に気配りができる誠実な方

でした。公営住宅室では、入居者からの苦情や

入居者間のトラブル解決など、職員の先頭に立

って対応する行動力や的確な指導力には定評が

あり、私も高く評価し、信頼していました。室

長としての功績では、人口減少など将来を見据

え、県市町村がそれぞれ管理している公営住宅

を一体的にマネジメントする全国的にも例のな

い公営住宅マスタープラン策定をはじめ、老朽

化が進む県営住宅の対策が思うように進まない

中において、この２年間で総額４兆円の公営住

宅ストック活用事業を事業化したほか、民法改

正等に伴う連帯保証人の削減や民間家賃補助制

度の導入といった条例改正を成し遂げました。

また、家賃徴収では、昨年度の徴収率は過去最

高の９９．９８％を達成し、単年度の未徴収額

が初めて５０万円を下回るなど、住宅供給公社

との連携や指導力をいかんなく発揮し、多大な

成果を上げています。病が確認された昨年秋以

降も、治療を続けながら本定例会で審議される

条例改正案の作成などに職員と一緒になって取

り組む姿勢は、責任感の強さなど頭が下がる思

いでした。

昨年１２月の第４回定例会の本委員会では、

随分と痩せてしまったにもかかわらず、議題と

なった条例改正案説明に出席するなど、仕事に

対する思いは人一倍でした。

年明け以降は在宅勤務を活用するなどして早

期の職場復帰を目指していただけに、こんなに

も早く帰らぬ人となるとは思ってもいませんで

した。もっと早く異変に気付いて声をかけてあ

げられなかったかと悔やまれてなりません。改

めて大野室長の御功績をしのび、謹んで御冥福

をお祈り申し上げます。
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議案説明にさき立ち、県土強靱化に関して一

言申し上げます。

国の防災・減災、国土強靱化のための３か年

緊急対策が今年度で終了することから、県議会

でも、強靱化に向けた意見書の採択や政府への

要請活動など、力強い御支援をいただきました。

改めてお礼申し上げます。

こうした地方からの声が実を結び、昨年末、

政府において防災・減災、国土強靱化のための

５か年加速化対策が閣議決定されました。

本対策は、防災・減災、国土強靱化の取組の

加速化・深化を図るものであり、社会インフラ

の老朽化対策や高規格道路のミッシングリンク

解消など新たな対策が追加されるとともに、令

和３年度から７年度までの５か年でおおむね１

５兆円程度の事業規模が示されました。

また、対策の初年度については、国の令和２

年度第３次補正予算により措置されたところで

あり、本県についても、この５か年加速化対策

予算を積極的に活用し、県民の命と暮らしを守

る強靱な県土づくりに全力で取り組みます。

それでは、第３８号議案令和２年度大分県一

般会計補正予算（第９号）に関する土木建築部

関係の総括的な内容について、御説明します。

お手元の土木建築委員会資料の１ページ、令

和２年度３月補正予算説明資料（土木建築部）

をお開き願います。

まず、１補正予算額の表の区分欄、一般会計

の中頃、太枠で記載している計欄を御覧くださ

い。

既決予算額１，２１９億４，７２５万３千円

に、その右の今回補正予算額２３５億７，８２

７万４千円を増額すると、さらにその右の計

（Ａ）の欄にあるとおり、補正後の土木建築部

の一般会計、歳出予算総額は、１，４５５億２，

５５２万７千円となります。

増額の理由は、冒頭申し上げた、防災・減災、

国土強靱化のための５か年加速化対策予算を、

積極的に受け入れたことによるものです。

今回補正予算額の増減の内容について御説明

します。さきほどの計の下、内訳の欄を御覧く

ださい。

内訳欄の一番上、公共事業合計では、２６２

億６，０８９万２千円の増額となっています。

その下の括弧書きにあるように、５か年加速

化対策事業として、２９７億４，１５０万７千

円の増額のほか、同じく内訳欄の中頃、災害関

連と下から２番目、災害復旧にあるとおり、令

和２年７月豪雨などの災害に関して、被害額の

確定に伴う減額を行うものです。

内訳欄の一番下、非公共事業については、２

６億８，２６１万８千円の減額です。

これは、公共用地先行取得事業費の減額や、

市町村所管の橋梁や護岸工事を受託して一体施

行する災害関係受託事業が、令和３年度の実施

となったため減額するものです。

次に区分欄、特別会計を御覧ください。

真ん中の臨海工業地帯建設事業特別会計につ

いては、１，３６０万３千円の増額、その下の

港湾施設整備事業特別会計については、１億

２，６７２万５千円の増額をお願いしています

が、こちらは第４７号議案、第４８号議案で後

ほど御説明します。

続いて、２土木建築部の繰越明許費（限度

額）です。

最上段に既決分として記載しているとおり、

適切な工期を設定し発注すると年度を越えるた

め、９月補正及び１１月補正で承認をいただい

た事業が、合わせて一般会計で４６件２１７億

５，５００万円です。

この承認済みの事業について、国の補正予算

の受入れに伴うものなど、今回変更するものが、

３月補正変更分として記載しているとおり、一

般会計で４５件６１２億４，７２４万５千円で

す。

また、今回、新たに限度額の設定を行う事業

として、３月補正追加分の欄に記載のとおり、

一般会計で２２件３４億９，５２５万５千円で

す。

なお、さきほど申し上げた災害関係受託事業

について、９月補正で限度額の承認をいただい

ていましたが、同事業が令和３年度の実施とな

ったので、今回の変更分で皆減しています。

これにより、補正後は合計の欄に記載のとお
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り、一般会計合計で、６７件８６４億９，７５

０万円の限度額となります。

あわせて、港湾施設整備事業特別会計につい

ては、９月に承認済みの１件２億円を今回、３

億３，１００万円増額し、合計で５億３，１０

０万円の限度額となります。

これらの事業については、これから年度末ま

で、鋭意、事業の進捗を図り、繰越額をできる

だけ少なくするよう努めます。

続いて、３土木建築部の債務負担行為の補正

です。

今回新たに債務設定をお願いする事業は、追

加分として、記載のとおり、一般会計で３件５，

５８８万８千円です。

また、既に御承認をいただいている事業の変

更分として、記載のとおり、一般会計で８件１

８億４３６万円の減額です。

詳細について関係課長から御説明するので、

御審議のほどよろしくお願いします。

渡辺土木建築企画課長 続いて、債務負担行為

について御説明します。

債務負担行為の内容については、御覧いただ

いている土木建築委員会資料の２ページをお開

き願います。追加分３件と変更分８件の内訳を

記載しています。

まず、（１）の債務負担行為の補正（追加

分）です。追加分３件については、いずれも本

年４月１日から業務を行う必要があることから、

今年度中に入札を行い、年度内に契約を締結す

るため、債務負担をお願いするものです。

次に、（２）の債務負担行為の補正（変更

分）です。変更分８件について、１番目の国道

１９７号道路改良事業と２番目の国道４４２号

道路改良事業、また、５番目の（公）通常砂防

事業と６番目の（公）火山砂防事業については、

備考欄にあるとおり、地権者との協議の結果、

次年度以降の契約とすることになったことから、

今年度設定した債務負担行為額を、いずれも減

額するものです。

続いて、３番目の（公）道路改良事業と４番

目の（公）交通安全事業については、国庫債務

負担行為が設定されたことに伴い、１１月に御

承認いただいた債務負担行為を増額するもので

す。

７番目の生活排水処理施設整備費補助につい

ては、交付決定額の減額に伴うものです。

最後に一番下、８番目のハーモニーパーク管

理運営委託料については、指定管理者及び委託

料が決定したことによる減額です。

種蔵道路建設課長 道路建設課関係の補正予算

のうち、主なものについて、御説明します。令

和２年度補正予算に関する説明書の２５７ペー

ジをお開き願います。

第２項道路橋梁費第３目道路新設改良費です

が、表の左から３番目補正予算額の欄を御覧く

ださい。目計で、９８億６，３０６万８千円の

増額をお願いしています。

主な事業の内訳としては、事業名欄の道路建

設課の一番上の（公）道路改良事業費７２億６，

０３８万７千円の増額及びその下の（公）国直

轄道路事業負担金２８億１，００４万３千円の

増額は、国の補正予算の活用や国庫補助事業費

及び直轄事業費の確定に伴うものです。

藤崎道路保全課長 道路保全課関係の補正予算

のうち、主なものについて御説明します。２５

６ページを御覧願います。

第２項道路橋梁費第２目道路維持費について

は、目計で、３９億６，２１１万５千円の増額

をお願いしています。

主な事業の内訳として、事業名欄の一番下、

（公）交通安全事業費で１１億２，８８９万２

千円の増額、次の２５７ページ、事業名欄の一

番上、（公）道路防災事業費で７億２，７７１

万９千円の増額、その下、（公）道路施設補修

事業費で２１億１，５１４万３千円の増額とな

っています。これらは、国の補正予算を受け入

れ、歩道設置などの交通安全対策や橋梁、トン

ネルなどの道路施設の老朽化対策などをさらに

進めていくものです。

五ノ谷河川課長 河川課関係の補正予算のうち、

主なものについて御説明します。２６０ページ

をお開きください。

第３項河川海岸費第２目河川改良費について、

目計で、５２億１０３万４千円の増額をお願い
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しています。

主な事業の内訳として、河川課の事業名欄の

上から２番目、（公）広域河川改修事業費２４

億５，０９４万６千円の増額となっています。

これは、国の補正予算の受入れに伴い増額する

ものです。

３０７ページをお開きください。第１１款災

害復旧費第２項土木施設災害復旧費第１目土木

災害復旧費について、目計で、２２億６，６０

１万２千円の減額をお願いしています。

主な事業の内訳として、河川課の事業名欄の

上から２番目、（公）災害復旧事業費が２億４，

３３７万２千円の減額です。こちらは、昨年の

７月豪雨に伴い確保していた災害復旧費につい

て、事業費が確定したため、減額するものです。

中村港湾課長 港湾課関係の補正予算のうち、

主なものについて御説明します。２６１ページ

を御覧ください。

第３目海岸保全費についてですが、事業名欄

の港湾課の下の港湾津波避難計画策定事業費か

ら次ページの上から２番目、（公）国直轄海岸

事業負担金までが当課の分です。

主な事業の内訳ですが、２６２ページの事業

名欄の上から２番目、（公）国直轄海岸事業負

担金２億９，７９６万円の増額です。これは、

直轄事業費の確定に伴うもので、津波・高潮対

策として大分港海岸の護岸改良整備を行うもの

です。

次に、２６５ページをお開き願います。第４

項港湾費第２目港湾建設費について、目計で、

１４億６，３５７万３千円の増額をお願いして

います。

主な事業の内訳ですが、次の２６６ページを

お開きください。事業名欄の上から７行目、

（公）港湾改修統合事業費５，３４７万６千円

の増額は、国の補正予算を受け入れたことに伴

うものです。

その一つ下、（公）国直轄港湾事業負担金１

４億１，４６４万１千円の増額は、直轄事業費

の確定に伴うもので、大分港大在西地区のＲＯ

ＲＯ船ターミナル整備などを行うものです。

中山砂防課長 砂防課関係の補正予算のうち、

主なものについて御説明します。２６２ページ

を御覧願います。

第３項河川海岸費第５目砂防費については、

目計で、４４億７，３２６万２千円の増額をお

願いしています。

次のページを御覧ください。主な事業の内訳

として、事業名欄の上から一つ目の（公）通常

砂防事業費から、その六つ下の（公）土砂災害

警戒区域等調査費までの６事業、合わせて５２

億５，６６６万円の増額ですが、これは国の補

正予算を受け入れ、砂防堰堤などの砂防施設の

整備や土砂災害警戒区域の指定に必要な基礎調

査を行うものです。

また、事業名欄の下から五つ目の（公）砂防

災害関連事業費の３億５，１９８万円の増額で

すが、令和２年７月豪雨により被災した由布市

の花合野川において、再度の災害を防止するた

め、河積拡大などの改良工事を災害復旧事業と

一体的に実施するものです。

次にその下の（公）緊急砂防事業費の１１億

７，１８６万５千円の減額ですが、採択基準を

満たす災害が、見込みを下回ったことにより、

減額するものです。

岡本都市・まちづくり推進課長 都市・まちづ

くり推進課関係の補正予算のうち、主なものに

ついて御説明します。２６９ページをお開き願

います。

第５項都市計画費第３目街路事業費について、

目計で、１２億６,６９５万６千円の増額をお

願いしています。

主な事業の内訳として、事業名欄上から４行

目、（公）街路改良事業費１２億８,１７４万

３千円の増額となっています。これは国の補正

予算の受入れに伴い増額するものです。

岸元公園・生活排水課長 公園・生活排水課関

係の補正予算のうち、主なものについて御説明

します。２６９ページを御覧ください。

第８款第５項都市計画費のうち、第４目都市

環境整備費について、目計で、１億１，０２６

万６千円の増額をお願いしています。

次の２７０ページをお開きください。主な事

業の内訳として、事業名欄の上から３番目、
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（公）県営都市公園長寿命化対策事業費の２億

１，６１６万円の増額ですが、これは国の補正

予算を受け入れ、公園施設の老朽化対策を進め

ていくものです。

次に、一番下の生活排水処理施設整備推進事

業費の８，７８２万７千円の減額は、市町村事

業費の確定によるものです。

樋口建築住宅課長兼公営住宅室長 建築住宅課

関係の補正予算のうち、主なものについて御説

明します。２７１ページをお開き願います。

第６項住宅費第１目住宅管理費について、目

計で、１億１，７２９万円の減額をお願いして

います。

主な事業の内訳として、事業名欄上から３行

目の住宅耐震化総合支援事業費について、５,

５６３万３千円の減額をお願いしています。

本年度は事業者への説明会、広報誌、新聞へ

の掲載、木造住宅耐震キャラバンや無料相談会

の実施等に加え、新たに自治会や小中学校など

に出前講座を行い、積極的な事業周知を図りま

したが、住宅所有者からの申請件数が当初の見

込みを下回ったためです。

次に、２７２ページをお開き願います。事業

名欄一番上の特定建築物等耐震対策促進事業費

について、３,４９７万２千円の減額をお願い

しています。これは予定していた施設において、

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い利用者が

減少したことで、工事に係る資金計画の見直し

が必要になり、本年度の事業着手を見送ること

になったためです。

続いて、公営住宅室の補正予算のうち、主な

ものについて御説明します。２７２ページを御

覧ください。

第２目住宅建設費のうち、公営住宅室分とし

て、事業名一番目の（公）県営住宅建設事業費

について、３億５，６９４万３千円の増額をお

願いしています。

これは、老朽した城南住宅の建て替えを行う

事業の工事請負費について、国の補正予算を受

け入れ、工事の推進を図るものです。

次に、事業名欄一番下の（公）県営住宅建替

等推進事業費について、３，３４８万６千円の

増額をお願いしています。

これは、城南住宅建替工事に伴い駐車場整備

を行う事業の工事請負費について、国の補正予

算を受け入れ、工事の推進を図るものです。

中園施設整備課長 施設整備課関係の補正予算

のうち、主なものについて御説明します。２５

４ページにお戻りください。

第１項土木管理費第４目営繕費について、行

政企画課分も含めて、目計で、１億２，７６６

万８千円の減額をお願いしています。

主な事業の内訳として、事業名欄の施設整備

課の下の県有建築物防災対策推進事業費６,１

５３万４千円の減額は、工事内容の見直し等に

よる事業費の確定に伴うものです。

以上で、一般会計補正予算に係る説明を終わ

ります。よろしくお願いします。

尾島委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

原田委員 まず、大野さん、私も声が低いんで

すけど、もっと低いのは大野さん、その大野さ

んの声が聞かれなくなって本当に残念です。皆

さん方も体調が悪いときは、仕事を休んでぜひ

病院に行っていただければと思います。

２点あります。まず１点目が、さっき部長が

説明してくれた説明資料の表の中ですけど、公

共事業が２６２億円で、内訳が国土強靱化の対

策事業２９７億円、その下の一般公共もそうで

すし、住宅もそうですけど、内訳の方が数字が

大きいことの意味が分からないので、御説明を

お願いします。

渡辺土木建築企画課長 この５か年加速化対策

事業というのが２９７億円あります。公共事業

全体としては減額になっている部分もあります。

ですから、差引きすると全体としては低くなっ

ています。

原田委員 分かりました。それから２点目、こ

の時期の補正でいつも感じるんですけど、国か

らの補正を受けて、１２月に予算要求をします

よね。今回、八百何十億かの要求をしているけ

ど、国からの補正は、１２月段階でした分も入

るのか。それとも、それは当初予算になって、

この時期に来る補正というのは、その前に要求
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していたものがあがってくるのか。ちょっとそ

の辺の経過がよく分からないんですが、説明を

お願いします。

渡辺土木建築企画課長 委員が御指摘のとおり、

来年度の予算と実に関連しており、例年、補正

はある年もあるんですけれども、通常、年度年

度で決まっています。１２月より前の時点では、

県としては来年度に執行する事業と、今年度や

りあげる事業で、ある程度見込みを立てて年末

の作業をしていました。ところが、新しい政権

が立ち、緊急に対策をする必要があるというこ

とから、急遽１２月に第３次の国の補正が成立

し、緊急の部分は前倒しすることになりました。

それにより、県としても令和３年度の当初予

算に予定していたもので、特に前倒しができる

ものについては早目に着手したいと、国の予算

が１月に成立したことを受け、県の補正予算も

今回お願いすることになりました。

阿部副委員長 まず、大野前室長には、本当に

心から御冥福をお祈り申し上げたいと思います。

私は昨年、濱田委員長の代行として司会をさ

せていただいて、大野室長を指名するときに声

の渋い大野室長と言ったりもしましたけど、あ

のときはもう体調が悪かったんかなと。３４年

間ですか、皆さんの仲間として本当に大事な人

を失ったなと思います。

一つ質問で、ちょっとページ数が分からない

んですけれども、ハーモニーパークの指定管理

者の確定による減額がありましたよね。ハーモ

ニーパークの指定管理者はサンリオですか、ど

こが受けるんですか。

岸元公園・生活排水課長 ハーモニーパークの

指定管理者は、サンリオの子会社でピューロラ

ンドとハーモニーランドを運営しているサンリ

オエンターテイメントです。

阿部副委員長 何ページでしたか。

岸元公園・生活排水課長 土木建築委員会資料

の２ページの一番下の８番です。

阿部副委員長 ３億４千万円、これは毎年の指

定管理料だと思うんですが、造ったときのいき

さつは分かりませんが、竹林公園みたいなのが

あったりしますからそれも当然管理をしている

んでしょうけれども、サンリオに対して指定管

理料を３億４千万円も払うということを１０年

も２０年もやったら相当な金額になるわけです

ね。サンリオといったら世界の人たちが愛して

いるグッズとかがある大変優良な企業です。３

億円もの金を指定管理で出さないで、ここらで

手離すことを考えたらどうかなと思ったりする

んです。あそこの駐車場はサンリオしか使って

いないわけでしょう。最初の進出のときの約束

は分かりませんけれども、サンリオの客のため

の駐車場を、指定管理料まで出して整備してあ

げている、その辺の見直し等は今後考えられな

いのかなという気がしているんですけど、どう

でしょうか。

岸元公園・生活排水課長 ３億４千万円は５か

年での総額でして、年間にすると六千数百万円

です。

さきほど副委員長から御指摘があった駐車場

ですが、一番広い一番下の駐車場は県が持って

おり、そこについてはハーモニーランドの客が

多いときは、その第３駐車場を使うことによっ

て、県に収入が上がってくるような仕組みにな

っています。１台３００円で、今年はコロナの

関係で少なかったんですが、一昨年は約九百数

十万円の使用料が県に入ってきた実績もありま

す。年間６千万円が高いんじゃないかという御

指摘ではありますが、ハーモニーランドが持っ

ているのは入って上側の広い遊具がある場所と

列車の線路の幅と言うんですかね、その部分で

す。その下の皇太子殿下御成婚記念庭園、フェ

スティバルステージだとか、そういうところは

県が本来管理すべきものです。そこがハーモニ

ーランドと一体的になっており、利用者にとっ

てみたらどちらが管理しているか分からないの

で、委託して管理をお願いしている次第です。

あそこは都市公園という性格もあり、県では

県民１人当たり１５平方メートルの都市公園を

造るという目標で整備を進めている状況ですが、

今まだ１３．４平方メートルでして、整備途中

という状況の中で、なかなか難しいんじゃない

かなと今考えているところです。

阿部副委員長 それは都市公園の事業でそうい
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った目標なのかとは思いますけれども、都市公

園整備がもう少し必要であれば、もっと県民が

使える公園を造る、整備するべきではないかな

と。あそこは最初のいきさつは分かりませんが、

サンリオを誘致するためにああいった名目で整

備をしたのではなかろうかなと私は推察してい

るんですが、ここら辺でもう一度考え直してみ

たら、将来的にもっと有効に県民のお金が使え

るんじゃないかなという気がしています。これ

から検討していただきたいと思います。よろし

くお願いします。

尾島委員長 ほかに、御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。

次に、第４７号議案令和２年度大分県臨海工

業地帯建設事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、執行部の説明を求めます。

中村港湾課長 第４７号議案令和２年度大分県

臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算（第１

号）について説明します。令和２年度補正予算

に関する説明書の３９８ページをお開き願いま

す。

歳入の主な内容ですが、項・目欄の１財産収

入は、１，５１４万１千円の増額となっていま

すが、これは未利用地の売却等によるものです。

次の３９９ページを御覧ください。歳出の内

容ですが、項・目欄の１土地造成費のうち、事

業名欄の一番上、６号地事業費１，６２３万７

千円の増額の主な理由は、未利用地の売却に係

る収入増や、工事費の減額に伴い減債基金に積

み立てを行うことによるものです。

その下、公債費２６３万４千円の減額は、起

債の金利が確定したことに伴うものです。

尾島委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案について

は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。

次に、第４８号議案令和２年度大分県港湾施

設整備事業特別会計補正予算（第２号）につい

て、執行部の説明を求めます。

中村港湾課長 第４８号議案令和２年度大分県

港湾施設整備事業特別会計補正予算（第２号）

について御説明します。令和２年度補正予算に

関する説明書の４０２ページをお開き願います。

歳入の主な内容ですが、項・目欄の１使用料

及手数料１億５０８万７千円の増額は、６号Ｃ

－２地区に新たに企業が進出したこと等による、

港湾使用料の増収に伴うものです。

次に４０３ページをお開きください。項・目

欄の５繰入金３，７０３万１千円の減額は、新

型コロナウイルスの影響により、売上げが大幅

に減少した定期航路事業者に対して行った港湾

使用料の減免額の確定に伴うものです。

次に４０４ページをお開きください。歳出の

内容ですが、項・目欄の１港湾施設管理費のう

ち、事業名欄の一番上、港湾施設管理費１億５，

０３６万５千円の増額は、港湾使用料等の増額

に伴い、減債基金への積立金を増額したことに

よるもの等です。

次に、項・目欄の２港湾施設建設費３，１３

４万４千円の減額の主な理由ですが、工事内容

の変更等による事業費の確定に伴うものです。

尾島委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑等はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。
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本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

尾島委員長 御異議がないので、本案について

は、原案のとおり可決すべきものと、決定しま

した。

以上で、付託案件の審査を終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。

①の報告をお願いします。

島津建設政策課長 令和２年７月豪雨災害復旧

・復興推進計画の進捗状況については、２月１

２日現在の状況を２月１６日に公表しましたが、

土木建築部が所管する道路・河川など、主な復

旧状況について、改めて御説明します。お手元

の別冊資料令和２年７月豪雨災害復旧・復興推

進計画の進捗状況抜粋版の資料１ページ、Ⅳ社

会資本等の復旧・復興をお開きください。

１道路・河川等の復旧の（１）応急復旧・本

復旧の状況についてです。災害査定については、

昨年９月８日から始まり、１２月２５日までの

連続１６週にわたる査定を終え、全て完了して

います。

①道路の復旧については、事業箇所数７９か

所について３９か所、約４９％で工事着手して

おり、このうち４か所で、既に復旧が完了して

います。なお、発災当初、最大で１２５か所発

生していた県管理道路の全面通行止め箇所につ

いては、いずれも迂回路がありますが、日田鹿

本線など、残り６か所となっています。引き続

き、１日も早い通行止めの解除に向けて、全力

で取り組みます。

中ほど、②河川の復旧については、事業箇所

数４４０か所に対し、２１２か所、約４８％で

工事着手しており、このうち１か所で、既に工

事が完了しています。

その下、改良復旧事業の実施にあるとおり、

日田市玖珠川の２か所については、再度災害防

止の観点から、本年１月２８日に改良復旧の事

業採択を受け、令和４年度の完了に向け事業に

着手しました。

一旦４ページをお開きください。玖珠川の天

ヶ瀬温泉街では、昨年１０月から１１月に地元

説明会を開催するとともに、並行して測量、設

計等を行っています。また、次期出水期に備え

て、河床掘削工事を発注し工事着手しています。

今後も引き続き、地元の意見を聞きながら、来

年度末の河川整備計画の策定に向けて取り組み

ます。

１ページにお戻りください。

下段③砂防関係施設の復旧、土砂災害の防止

についてですが、事業箇所数１２３か所に対し、

４５か所、約３７％で工事着手しています。

次の２ページの最上段、改良復旧事業の実施

の由布市花合野川については、５ページをお開

きください。温泉街から下流側においては、再

度災害防止の観点から、今月１日に改良復旧の

事業採択を受けたところであり、早期復旧に向

け鋭意取り組みます。

温泉街区間では、左側写真の被災状況に対し、

右側の復旧状況にあるとおり、主な応急工事は

おおむね完了しており、一部本復旧工事にも着

手し

ています。

２ページにお戻りください。災害関連緊急事

業の実施についてですが、上谷川や貫見川など

計６か所について、砂防、地すべり対策、急傾

斜地崩壊対策の事業採択をいただき、現在、本

復旧に向け測量、設計等を実施しています。こ

れらの事業についても、用地をはじめ地元の御

協力をいただきながら、年度内の工事着手に向

け、しっかりと取り組みます。

今後の工事発注については、計６４５の事業

箇所のうち、家屋や道路等への二次的被害が懸

念される箇所を優先し、今年度末までに、おお

むね７割の箇所を目途に発注を進め、残る箇所

も引き続き、来年度当初から順次発注していき

ます。

なお、地元に対しても、復旧方法、時期等に

ついて、丁寧に個別説明を行います。

また、今後の出水による増破等で大きな被害

が懸念される箇所については、既に応急対応を

実施していますが、改めて現地状況を確認の上、

必要な箇所については、令和３年出水期前まで
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に応急対策等を実施します。

３ページをお開きください。中段の（５）入

札制度の弾力的な運用を御覧ください。早期の

復旧・復興を図る観点から、建設業協会との意

見交換も踏まえ、災害に関連した事業を対象に、

様々な特例措置を実施しています。平成２９年

の災害と同様に、配置予定技術者の雇用条件の

緩和や総合評価落札方式の要件緩和のほか、現

場代理人については、近接した県発注工事の施

工業者と市町が随意契約を行う場合は兼務可能

とすることに加え、県発注の災害復旧工事では、

兼務できる工事をこれまでの２件から３件に拡

大しています。

主な状況については以上です。

復旧・復興推進計画は、今後も、適宜、進捗

管理を行うこととしており、その都度、進捗状

況を発表する予定です。今後も適切に進捗管理

を行い、被災された方々が一刻も早く安心して

暮らせるよう、迅速かつ着実に復旧・復興に取

り組みます。

尾島委員長 以上で、説明は終わりました。

ただいまの報告について、御質疑等はありま

せんか。

小川委員 ３ページの玖珠町の下泊里線の下泊

里橋、ここは大変皆さん方が不自由をされて、

山の中の小さな道を迂回しているので、ちょっ

と状況をお聞きしたいと思います。

島津建設政策課長 ３ページの②の下泊里の橋

梁ですが、記載のとおり、この橋梁については、

技術的な難易度が少し高いので、大分県建設技

術センターが受託し、施工の支援をするという

ことで、査定の前段階から積極的に町と打合せ

をして、工事の発注に向けた準備を建設技術セ

ンターでしています。

小川委員 発注に向けた準備ということで、お

おむねで結構ですが、いつぐらいに発注ができ

るのか。そしてまた、おおむね工期がどれぐら

いかかるのかが分かれば教えてもらいたい。

島津建設政策課長 現在、地質調査、それから

詳細の設計をしており、今年度中、そういった

調査を進めながら、来年度発注に向けて検討し

ていくと聞いています。

森委員 １２月に委員会として現地の調査へ伺

い、御対応いただきましてありがとうございま

した。その際にも議論になったことですけれど

も、やっぱりこの玖珠川に関しては根本的な治

水対策をしなければという話が現場でもあった

かと思います。それについて、今現在どのよう

な形で議論が始まっているのかについてお願い

します。

五ノ谷河川課長 今の玖珠川の天ヶ瀬温泉街の

付近の改修でよろしいですか。

森委員 それもそうでしょうけれども、根本的

な治水対策もですね。

五ノ谷河川課長 玖珠川全体についてですね。

１０月２３日に、天ヶ瀬温泉街では地元説明会

をさせていただき、温泉街を存続しなければな

らないと。ただ、一方で河川が狭小ですので、

やはりある程度広げなければいけないと説明会

のときにお話しています。

それから、天ヶ瀬温泉街の上流の湯ノ釣地区

と下流の山ノ釣地区の２か所については、さき

ほども御説明がありましたけれども、改良復旧

ということで、今回の被災流量、７月豪雨の流

量を流下できるだけの断面を確保するようにし

ています。

それから、天ヶ瀬温泉街の下流のいわゆる筑

後川までの下流部分、約十数キロですが、浸水

家屋等が１００戸以上あります。そこについて

も、どういった形での改修方法があるかを今検

討しています。何分延長が長くて、そこを全部

改修していくとかなりの時間もかかるので、ど

ういった形があるかを検討しています。

それから、改修だけではなくて、例えば、上

流側に貯留施設を造るだとか、地元の方々から

もそういった話もありましたけれども、長期的

に考えていかなければいけない、いろいろ課題

が多いことだと思っています。ですので、まず

は短期的に河川で何ができるか、改修の方法を

今検討しています。

森委員 いわゆる天ヶ瀬から上流側ですよね。

そこでも深刻な被害が出ているということで、

小川委員も現場で話をされていましたけれども、

今話のあった上流部での貯留等に関して議論を
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進めていかなければ、地元の方の心配は取り除

かれないと思います。長期的という話もありま

したが、その辺り、今回を機に土木建築部とし

ても議論をしっかりしていただきたいと思って

います。

戸高委員 さっき小川委員が言っていた下泊里

橋の件なんですが、今お話いただいたのは本復

旧に向けての技術審査の支援ですよね。仮橋の

発注はされていると思うんです。仮橋の状況は

今どこまで進んでいるんですか。

島津建設政策課長 仮橋については、１１月に

既に発注済みで、人が通れるような橋梁をまず

仮設するよう、今工事をしている最中です。

戸高委員 それがいつできるかは分かりますか。

（「３月末」と言う者あり）

尾島委員長 ほかに御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 皆さま、この際何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別にないようですので、これをも

ちまして、土木建築部関係を終わります。

執行部の皆さまは御苦労さまでした。

〔土木建築部退室〕

尾島委員長 それでは内部協議を始めます。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島委員長 別にないようですので、これで委

員会を終わります。

お疲れさまでした。


